
 

 

令和７年度長久手市地域保健対策推進協議会母子専門部会次第 

 

 

日時　令和７年１１月１３日（木） 

午後２時から 

場所　保健センター３階会議室 

 

１　あいさつ 

 

２　議題 

⑴　母子保健人口動態統計について【資料１】 

⑵　母子保健事業について【資料２】 

⑶　予防接種事業について【資料２】 

⑷　健康づくり計画について【資料２】 

 

３ その他 

 

配布資料 

１　次第 

２　長久手市地域保健対策推進協議会規則 

３　名簿 

４　資料 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１

１　母子保健人口動態統計について 

　⑴　人口動態統計                          

     
単位：人

資料：愛知県衛生年報、人口動態統計

年次 R3 R4 R5 県(R5) 全国(R5)

人口 60,488 61,024 61,183 7,480,897 121,193,394
総数 526 583 511 48,402 727,288
男 271 315 270 24,674 372,603
女 255 268 241 23,728 354,685
率 8.7％ 9.6％ 8.4％ 6.5％ 6.0％
総数 295 374 371 80,557 1,576,016
男 147 208 191 42,676 802,536
女 148 166 180 37,881 773,480
率 4.9％ 6.1％ 6.1％ 10.8％ 13.0％
実数 231 209 140 -32,155 -848,728
率 3.8％ 3.4％ 2.3％ △ 4.3％ △ 7.0％
総数 1 0 2 90 1,326
男 1 0 1 42 696
女 0 0 1 48 630
率 1.9％ 0.0％ 3.9％ 1.9％ 1.8％

総数 0 0 1 41 600
率 0.0％ 0.0％ 2.0％ 0.8％ 0.8％
総数 11 3 5 924 15,534 
自然 6 1 3 475 7,152 
人工 5 2 2 449 8,382 
率 20.5％ 5.1％ 9.7％ 18.7％ 20.9％
総数 2 0 2 152 2,404 

妊娠満22週
以後の死産

2 0 1 120 1,943 

早期新生児
死亡

0 0 1 32 461 

率 3.8％ 0.0％ 3.9％ 3.1％ 3.3％
実数 272 317 290 31,759 474,741 
率 4.5％ 5.2％ 4.7％ 4.2％ 3.9％
実数 84 79 85 10,928 183,814 
率 1.39％ 1.29％ 1.39％ 1.46％ 1.52％

出生

死亡

自然増減

乳児死亡
（再掲）

新生児死亡
（再掲）

死産

周産期死亡
（再掲）

婚姻

離婚

（注1） 市の基礎人口は、各年10月1日現在の愛知県県民文化部統計課発表の推計人口
全国及び県の基礎人口は、総務省統計局「人口推計（令和5年10月1日現在）」による

（注2） 用語の説明
自然増減：出生数から死亡数を減じたもの
乳児死亡：生後1年未満の死亡
新生児死亡：生後4週未満の死亡
早期新生児死亡：生後1週未満の死亡
死産：妊娠満12週以後の死児の出産
周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

（注3） 率算出の計算式
出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚数

人口

乳児死亡・新生児死亡数

出生数

 妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数 

出生数＋妊娠満22週以後の死産数

死産

出産（出生＋死産）数

出生率･死亡率･自然増減率･婚姻率･離婚率＝ ×1000

乳児死亡率・新生児死亡率＝ ×1000

周産期死亡率＝ ×1000

死産率＝ ×1000



資料１

　⑵　出生率の年次推移 

 
⑶　低体重児出生状況 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 単位：人

資料：愛知県衛生年報

年次 R３ R４ R５ 県(R５)

男 271 315 270 24,674

女 255 268 241 23,728

総数 526 583 511 48,402

率 8.7％ 9.6％ 8.4％ 6.5％ 

男 29 19 23 2,152

女 24 33 26 2,784

総数 53 52 49 4,936

率 0.10％ 0.09％ 0.10％ 0.10％

500g 男 0 0 0 14

未満 女 0 0 0 6

500～ 男 1 0 1 51

999g 女 0 2 1 93

1,000～ 男 0 0 1 51

1,299g 女 0 0 1 58

1,300～ 男 2 1 0 65

1,499g 女 0 0 0 66

1,500～ 男 4 2 0 142

1,799g 女 0 3 0 155

1,800～ 男 1 1 5 151

1,999g 女 0 3 3 178

2,000～ 男 10 5 5 579

2,299g 女 7 9 7 744

2,300～ 男 11 10 11 1,099

2,499g 女 17 16 14 1,484

出生総数

低出生
体重児計

出
生
体
重
別
内
訳



資料１

 

　⑷　合計特殊出生率（ベイズ推定値） 

     

瀬戸保健所管轄内

資料：人口動態統計特殊報告（人口動態保健所・市町村別統計）

平成15年～ 平成20年～ 平成25年～ 平成30年～
平成19年 平成24年 平成29年 令和４年

長久手市 1.34 1.55 1.67 1.64
1.33 1.48 1.58 1.52

愛知県 1.39 1.51 1.55 1.44
全国 1.31 1.38 1.43 1.33



令和７年１１月１３日
子ども部子ども家庭課
福祉部健康推進課

資料２

令和７年度
地域保健対策推進協議会

母子専門部会
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１　　母子保健人口動態統計【資料１】

２　　母子保健事業【資料２】

３　　予防接種事業【資料２】

４　　健康づくり計画【資料２】

議題
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１．母子保健事業　　-体系図-
妊娠期・胎児

①こども家庭センター（R6設置）　センター長・統括支援員配置
利用者支援事業　こども家庭センター型（母子保健機能）
　　　母子保健コーディネーター・困難事例担当職員配置
利用者支援事業 妊婦等包括相談支援事業型

妊娠届
親子健康手帳交付
妊産婦歯科健康診査受診票発行
妊産婦・乳児健康診査受診票発行
セルフプラン作成
③妊婦のための支援給付1回目

②低所得世帯妊婦 初回産科受診費用の助成（R6開始）

妊婦健康診査（1～14回）

妊婦訪問指導

ハイリスク・特定妊婦支援

パパママ教室  全2回

産前・産後サポーター派遣事業（家事・育児支援）

多胎妊婦・多胎育児家庭向けサロン

妊娠8か月アンケート・面談

③妊婦のための支援給付2回目
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１．母子保健事業　　-体系図-
１歳   　　    就園　 　  就学   思春期

こども家庭センター　センター長・統括支援員配置
利用者支援事業　こども家庭センター型（母子保健機能）
　　　母子保健コーディネーター（うち、困難事例担当職員配置１名）
利用者支援事業　妊婦等包括相談支援事業型

１歳６か月児健康診査

2歳児歯科健康診査

3歳児健康診査

⑦5歳児すこやか発達相談

幼児健診事後教室　たんぽぽ教室

出生　　　　　　　　　　　　　　

新生児聴覚検査

低体重児届出
未熟児養育医療

未熟児訪問

④乳児健康診査（第１回）

こんにちは赤ちゃん訪問

３～４か月児健診

乳幼児訪問指導

10～11か月児相談

のびのび計測日

育児教室「かいじゅうランド」
離乳食教室

乳児健康診査（第２回）

産前・産後サポーター派遣事業（家事・育児支援）

⑤産後ケア事業（宿泊型・通所型・訪問型）

多胎妊婦・多胎育児家庭向けサロン

子育て応援給付金

思春期教育

（中学校）

⑥歯の健康センター
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１．母子保健事業

第３期長久手市子ども子育て支援事業計画 

計画期間　
　令和７年度から令和１１年度までの5年間 

基本目標
　安心して子どもを生み育てられるまちづくり
 
施策の柱
　ライフステージに応じた適切な支援の推進 
　すべての子どもが健やかに成長するための保健施策の充実 
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こども家庭センターの設置（令和６年度の実績）　

　全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援
を行います

相談スペース

母子保健機能

母子手帳
交付

乳幼児
健診

赤ちゃん
訪問 産後

ケア
育児
教室

児童福祉機能

子育て
相談

子育て
支援

虐待
予防

虐待
対応

統
括
支
援
員

セルフプラン
作成

母子保健コーディネーター
（子ども家庭課母子保健係）

家庭相談員
（家庭児童相談室・子ども家庭課）

子育てコンシェルジュ
（子ども未来課）

センター長

サポートプラン
作成

保育園

幼稚園

１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図①）
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１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図②）

 低所得の妊婦に対する初回産科受診費用の助成

　 R6 R7.9末

申請者 １ 3

助成者 １ 2

目的
　低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の
状況を継続的に把握し、必要な支援につなげること。 

実施内容
　初回産科受診に要した医療保険給付が適用されない妊娠の判
定において、検査1回の妊娠判定につき10,000円を上限とする。
　１回の妊娠につき利用できる助成は１回を限度とする。
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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業（令和７年度の取組）

予算事業　　　出産子育て応援事業（経済的支援・伴走型支援）

妊娠時 妊娠８か月頃 出生後

１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図③）

経済的支援 伴走型支援
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１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図④）

乳児健診１回目受診票　問診票の拡充（令和７年度の取組）

　１か月児健康診査のマニュアルが整備され、問診票が拡充された。

保護者が記入する↑
問診票欄

医師が記入する↓
所見・判定欄
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１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図④）

乳児健診１回目受診票　問診票の拡充（令和７年度の取組）

令和６年度まで
・一般診察
　　児の身体的所見のチェック、判定

令和７年度から
・一般診察
　　観察項目の詳細化、発育性股関節形成不全リスク因子の
チェック、ビタミンK2シロップの投与の確認など
・保護者が記入する問診項目の追加
　　器質的疾患の確認、発達、親や子育ての状況、定期予防接種
の項目
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産後ケア事業（令和６年度の実績）

　母子の心身の安定及び育児不安の解消を図り、母子とそ
の家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的とし
ている。

　委託先の助産師又は委託先の医療機関が産婦と赤ちゃん
のケアや、授乳・沐浴などの育児手技等について助言・相談
を実施している。訪問型及び通所型の利用期間は、産後１
年未満、宿泊型の利用期間は、産後4か月未満としている。
自己負担あり（生活保護世帯、市民税非課税世帯は自己負
担なし） 。

１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図⑤）
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１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図⑤）
 年度 利用実人（人） 利用延回（日） 

訪問型 

委託先 
R６：４か所 
R７：５施設

R４ ３ ３

R５ ３ ３ 

R６ 13  18

R７.９末 ６ ７

宿泊型 

委託先
R６：６施設
R７：10施設

R４ ７ 34 

R５ 12 48 

R６ 38 132

R７.９末 29 119

通所型 

委託先
R６：７施設
R７：９施設

R４ ７ ９

R５ ２ ２ 

R６ 64 300 

R７.９末 56 169

令和６年度から
　対象者の拡大
　自己負担額の一部軽減（国の補助金）
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１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図⑥）

歯の健康センター　（令和７年度の取組）

令和６年度まで
　瀬戸歯科医師会長久手歯科医会が主催し、保健センターで実施

令和７年度から
　瀬戸歯科医師会長久手歯科医会と長久手市が共催として実施

　対象：年中児

　内容：歯科検診、フッ素塗布、口腔衛生指導
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１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図⑥）

歯の健康センター（令和７年度の取組）

↑個別通知（圧着ハガキ）

子育てメール（きずなネット）→
14



１．母子保健事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（体系図⑦）

 ５歳児健診（令和８年度以降の予定）

現在
　市独自事業　５歳児すこやか発達相談
　　アンケート（６月頃）
　　園訪問（10月～２月頃）
　　個別相談（10月～２月頃）

こども家庭庁
　令和10年までに５歳児健診を全国で実施
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２．予防接種事業

HPVワクチンキャッチアップ接種期間の延長措置（令和７年度の取組）

経緯
　平成25年6月から積極的な勧奨を差し控えていたが、令和4年
4月から積極的勧奨を再開
　定期接種は小学６年生～高校１年生相当の女子
　積極的勧奨が差し控えられていた期間に接種の機会を逃した方
を対象にキャッチアップ接種（令和４年度～令和６年度）を実施。
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２．予防接種事業

 予防接種事務・母子保健事務のデジタル化

　予防接種事務のデジタル化（令和１０年頃開始）

　母子保健事務のデジタル化（令和１０年以降に開始）
　

　各デジタル化を通して、市民は事前にスマホアプリ等で問診が可能とな
ること、スマホアプリ等で健診結果や予防接種の結果を閲覧することが可
能となります。

　医療機関は、紙の受診票や予診票を集計する手間を省くことができるな
ど事務負担の軽減が期待されています。
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３．健康づくり計画（第３次）

健康づくり計画（第３次）

基本方針 目標

一
人
ひ
と
り
で

取
り
組
む

１．一人ひとりの
　　主体的な健康
　　づくりの推進

６つの領域ごとの重点目標
　①食事　②運動　③歯の健康　④たばこ・ア
ルコール　
　⑤こころ　⑥健康管理

定期的に健診（検診）を受け、自分の健康
状態を知ることができる
健診（検診）結果を生活習慣の見直しと健
康づくりに活かすことができる

２．生活習慣病の
　　発症予防と重症
　　化予防の推進

ま
ち
全
体
で
取
り

組
む

３．まち全体で、誰
　　もが自然に健康
　　になれる環境づ
　　くり

年代や性別、関心度に合ったアプローチの
推進
地域コミュニティの再構成
一人ひとりが心地よい空間づくり
地域団体、大学、民間事業者等との連携強
化

健康への
関心を

より高める

健康づくりの
取組を

持続する

健康づくり
の輪を
広げる

計画期間　　　令和7年度から令和18年度までの12年間
基本理念　　　みんなのすこやかな輪を広げるまち　長久手
取組の方向性
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３．健康づくり計画（第３次）

令和7年度の主な取組

基本方針 主な取組

１．一人ひとりの主体的
　　な健康づくりの推進

・健康測定会（フェス）開催
・心臓（心不全）をテーマとした講話＋測定の開催
・愛知医科大学との連携講座
・広報、ホームページ、チラシ等を用いた周知啓発

２．生活習慣病の発症
　　予防と重症化予防の
　　推進

・生活習慣病のリスク保有者で、未受診、受診中断　
　者及び腎機能低下者に対し受診勧奨
・糖尿病性腎症重症化ハイリスク者に対し、専門職　
　が連携し、生活習慣改善・栄養指導、服薬指導

３．誰もが自然に健康
　　になれる環境づくり

・ショッピングモールでの啓発（保険医療課と協働）
・「まちの保健師」での情報提供

関心の度合いに合わせたアプローチ
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